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立志の誓い

からだ温まる名物大漁鍋祭り

宝くじ助成金で神輿が復活
　このほど志賀町笹波の神輿の修復事業が完成しました。
　修復された神輿は、平成19年３月に発生した能登半島
地震によって大きく破損し、地元住民から心の寄り所とし
て修復が強く望まれていました。
　今回は、宝くじの受託事業収入を財源として、住民のコ
ミュニティ活動を推進しその健全な発展と宝くじ普及の広
報効果をもつ事業を対象とするコミュニティ助成事業とし
て実施されました。

　２月４日（木）に志賀町文化ホールで立志式が行われま
した。志賀中と富来中の２年生205人が立志を迎えました。
　式では小泉町長が式辞を述べ、戸坂議長と穴田教育長が
祝辞を贈りました。
　また、「命を大切にした社会の実現」や「強い心と体を
作り、自律の精神を養う」、「大きな夢を持ち、実現に向け
て努力する」、「思いやりの心で社会に貢献する」と生徒全
員で誓いました。
　生徒を代表して志賀中の三津友靖君と富来中の西岡歩美
さんが作文を発表しました。
　２０歳を迎えた自分への手紙をタイムカプセルへ入れま
した。この手紙は、成人式のときに本人へ返されます。

　２月11日（祝）に富来漁港で西海公民館主催の「冬の
日本海波祭り　西海大漁鍋大会」が開かれました。
　イベント名にもなっている大漁鍋は、800食分が用意さ
れました。具には白菜やネギ、人参などの野菜と、メギス
のつみれやタラ、カニ、甘エビなど魚介類もたっぷりと入
り鮮魚の販売コーナーでは、富来漁港で水揚げされた魚や
ズワイガニ、甘エビなどが並びました。販売開始とともに
たくさんの人が買い求め、あっという間に売り切れてしま
いました。そのほかにも、焼きそばや炊き込みご飯、焼き
鳥、岩のりなどの販売もありました。その中で根強い人気
を誇るシーフードカレーはホタテ、いか、エビなどが入り、
「辛いけど、具だくさんでおいしい」と評判でした。
　会場の外では、おからドーナツに長蛇の列ができるなど、
大勢の人でにぎわいました。

修復された神輿（志賀町笹波）

立志式の様子

800 人前の大漁鍋

おいしそうに食べ
るおばあちゃんた
ち
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　志賀町文化協会では囲碁・将棋・かるた大会を開催します。皆さんの参加をお待ちし

ています。お問合せは文化協会事務局まで　☎ 32‐9350

　　○開催日・会場　：　平成22年3月7日（日）　志賀町文化ホール
　　○受　　　　付　：　9：00～ 9：30（各競技会場[各室]前で行います。）
　　○開会式（合同）　：　9：30～　１階　芙蓉(和室)
　　○競　技　開　始　：　10：00 開始（各競技とも）
　　○閉会式（競技ごと）：　それぞれ各会場で行います。
　　○参　　加　　費　：　囲碁：１,000円（昼食代込み）、将棋；大人１,000円　小人500円（昼食代込み）
　　　　　　　　　　　          　かるた：無料
　　○参　加　資　格　：　志賀町在住の人

囲碁の部

将棋の部

かるたの部

１．競技ルール
　　　日本棋院の規定に準じ、競技方法は以下のとおりとする。
　　　①1部（4段以上）、2部（2・3段）、3部（初段、級位者）の3部制とし、リンク方式で行う。
　　　②段級差ハンディ1子の手合割とし、持碁は白勝ち、互先は6目半のコミ出しとする。
　　　③対局時間（持ち時間）は35分とする。（1部は対局時計使用）
２．表　彰
　　　各クラス優勝、準優勝、第三位、敢闘賞とする。
３．その他
　　　志賀町囲碁協会が決定する。

１．競技ルール
　　日本将棋連盟競技規則に準じ、総平手戦とする。
　　　①予選：4人リーグ戦で行い、うち2名が2勝以上をし予選通過とする。
　　　　　　　・勝者は勝ち抜きトーナメントへ進出
　　　　　　　・敗者は二部として勝ち抜きトーナメントへ進出
　　　②対局時間は30分切れ負け
２．表　彰
　　　一部・二部優勝、準優勝、第三位×2
３．その他
　　　志賀町将棋愛好会が決定する。

１．競技ルール
　　　全日本かるた協会の規定に準じて行う。全競技男女混合で以下の4部門とする。
　　　①第1部・・・一般の部
　　　②第2部・・・有級者の部
　　　③第3部・・・無級者の部
　　　④第4部・・・初心者の部
２．表　彰
　　　各部とも優勝、準優勝、第三位、敢闘賞
３．その他
　　　志賀町かるた協会が決定する。

　競技会場（3階　32研修室）

　競技会場　（2階　22研修室）

　競技会場（1階　和室 ｢芙蓉の間｣）

　　　　　　主催／志賀町文化協会　　
　　　　　　主管／志賀町文化協会競技部会　　後援／志賀町教育委員会、北國新聞社
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•弁護士（元高等検察庁検事）
　愛知学院大学法科大学院特任教授
　國田　武二郎（堀松出身）

　東京地検、名古屋地検、横浜地検、岡山地検、福井地検等で捜査・
公判検事として財政・経済事犯、公安・労働事犯、選挙事犯、暴力
事犯、風紀・麻薬事犯、外国人犯罪、少年犯罪、交通事犯など数多
くの事件を担当。仙台高等検察庁検事として若手検事の指導育成に
もあたる。平成15年６月、愛知県弁護士会に弁護士登録。あすなろ
法律事務所という名称で法律事務所を開設し、弁護士として活動。
また、愛知学院大学法科大学院特任教授として法科大学院で教鞭を
取っている。平成20年から愛知・三重両県の産業保険推進センター
産業保健相談員、年金記録確認愛知地方第三者委員に就任、その他、
愛知県警察学校で講師。

囲
繞
地
に
道
路
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
か
　
　

ま
た
、
袋
地
の
所
有
者
は
、「
必
要
あ
る
と
き
」
に
道
路
を
開
設

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
土
地
が
水
び
た

し
と
な
っ
て
し
ま
い
、
雨
の
度
に
通
行
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
支
障
が
あ
る
た
め
、
舗
装
す
る
必
要
が
あ
る
よ

う
な
場
合
を
さ
し
ま
す
。
し
か
し
、
自
動
車
が
通
れ
る
よ
う
な
道
路

が
作
れ
る
か
ど
う
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
。
問
題
と
な
る
土
地
の

形
状
・
性
質
、
車
が
不
可
欠
な
生
活
の
足
で
あ
る
こ
と
と
い
っ
た
よ

う
な
地
域
柄
な
ど
、
諸
般
の
事
情
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。
裁
判

例
も
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
異
な
る
判
断
を
下
し
て
お
り
、
常
に
車
に
よ

る
囲
繞
地
の
通
行
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

で
き
れ
ば
、
後
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
は
、
安
易
に
業

者
の
言
葉
を
信
用
し
な
い
で
、
土
地
を
買
う
前
に
自
ら
も
隣
地
の
所

有
者
と
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
、
道
路
用
の
土
地
を
借
り
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
な
ど
の
準
備
を
し
た
上
で
、
購
入
す
る
か
ど
う
か
の
判
断

を
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
え
ま
す
。

　
　

道
路
の
開
設
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
は
法
律
で
と
く
に
定
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
通
常
、
利
益
を
受
け
る
の
は
あ
な
た
の
所
有
す

る
土
地
で
す
か
ら
、
自
分
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　

囲
繞
地
通
行
権
は
袋
地
所
有
権
に
伴
う
当
然
の
権
利
な
の
で
、
他

人
の
土
地
の
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
当
然
主
張
で
き
る
し
、
袋
地
を

相
続
し
た
場
合
も
、囲
繞
地
通
行
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
：
先
日
格
安
の
土
地
を
見
つ
け
た
の
で
そ
の
土
地
の
詳
し
い

資
料
を
取
り
寄
せ
ま
し
た
。
資
料
に
よ
る
と
そ
の
土
地
は
、

袋
地
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
他
人
の
土
地
を
通
ら
な
け
れ

ば
公
道
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
で
し
た
。
売
主
で
あ
る
不
動
産

業
者
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
隣
の
家
の
敷
地
を
通
行
で
き
る
上

に
車
用
の
道
路
も
作
れ
る
か
ら
問
題
な
い
と
の
こ
と
で
し

た
。
本
当
に
で
き
る
の
か
、
ま
た
費
用
が
ど
う
な
る
の
か
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
：
あ
な
た
が
見
つ
け
た
土
地
は
袋ふ
く
ろ
じ地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
袋
地
と
は
、
他
の
土
地
に
囲
ま
れ
て
い
て
公
道
に
通

じ
て
い
な
い
土
地
の
こ
と
で
す
。
袋
地
を
囲
む
周
囲
の
土
地

の
こ
と
を
囲い
に
ょ
う
ち

繞
地
と
言
い
ま
す
。
袋
地
の
所
有
者
は
、
囲
繞

地
を
通
行
し
な
け
れ
ば
公
道
に
出
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
周
囲

の
土
地
を
通
行
す
る
権
利
は
囲
繞
地
通
行
権(

ま
た
は
袋
地

通
行
権
と
も
言
い
ま
す)

と
し
て
民
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
通
路
を
通
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、通
路
が
通
り
や
す
い
よ
う
に
整
地
な
ど
も
で
き
る
ほ
か
、

夜
間
の
通
行
に
備
え
て
照
明
器
具
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
た
だ
、
通
路
と
し
て
使
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
土
地
所

有
者
に
と
っ
て
迷
惑
の
か
か
ら
な
い
場
所
で
な
け
れ
ば
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
通
路
と
し
て
整
地
し
た
場
所
が
、

土
地
所
有
者
の
迷
惑
な
場
所
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ト
ラ
ブ

ル
と
な
り
、
最
悪
の
場
合
に
は
裁
判
ま
で
発
展
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
整
地
な
ど
を
す
る
前
に
、
ど
の
場
所
が

問
題
な
い
か
を
土
地
所
有
者
と
話
し
合
う
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す

◆
と　

き　

３
月
29
日
（
月
）

◆
と
こ
ろ　

志
賀
町
本
庁
相
談
室　

10
時
か
ら
16
時

◆
相
談
弁
護
士　

國
田
武
二
郎
弁
護
士
（
堀
松
出
身
・
名
古
屋
在
住
）

◆
相
談
時
間　

１
人
30
分
（
要
予
約
）

◆
募
集
定
員　

９
名
（
予
定
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

※
申
込
用
紙
は
住
民
課
と
富
来
支
所
総
合
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
せ
先　

住
民
課　

☎　

32-

９
１
２
１

　
　
　
　
　
　
　
　

 

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-

９
１
２
１
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総
合
相
談
所
を
町
内
２
カ
所
で
開

設
し
ま
す
。
ど
ち
ら
の
地
域
で
も
相

談
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
相
談
員　

行
政
相
談
員
、
人
権
擁

護
委
員
、
民
生
・
児
童
委
員
、
司
法

書
士
、法
務
局
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

〈
志
賀
地
域
〉

◆
日
時　

３
月
12
日
㈮
10
時
〜
15
時

◆
場
所　

志
賀
町
文
化
ホ
ー
ル
２
階

問
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
本
所　

　

☎
32-

１
３
６
３

　

〈
富
来
地
域
〉

◆
日
時　

３
月
10
日
㈬
10
時
〜
15
時

◆
場
所　

富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー
２
階

問
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
富
来
支
所

　

☎
42-

２
５
４
５

　

母
子
家
庭
の
方
々
の
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。
く
ら
し
の
こ
と
、
子
ど

も
の
こ
と
、
貸
付
金
の
こ
と
、
就
職

の
こ
と
な
ど
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
お

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

３
月
25
日
㈭
10
時
〜
15
時

　

※
毎
月
第
４
木
曜
日　

◆
場
所　

役
場
本
庁
舎
相
談
室

問
子
育
て
支
援
課 

　

☎
32-

９
１
２
２

　

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-

９
１
２
２　

　

平
成
20
年
度
の
全
国
の
児
童
相
談

所
で
対
応
し
た
児
童
虐
待
相
談
件
数

は
、
約
４
万
３
千
件
と
年
々
増
加
し

て
い
る
状
況
で
、
早
期
発
見
・
早
期

対
応
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
「
虐
待
を
受
け
た
と
思

わ
れ
る
子
ど
も
」
を
見
つ
け
た
と
き

に
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
子
ど
も
を
虐

待
か
ら
救
う
た
め
の
行
動
を
起
こ
す

こ
と
が
重
要
で
す
。
あ
な
た
か
ら
の

児
童
相
談
所
や
町
へ
の
連
絡
が
子
ど

も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
大
き
な

一
歩
と
な
り
ま
す
。

　
「
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子

ど
も
」
に
気
づ
い
た
と
き
や
、
ご
自

身
が
出
産
や
子
育
て
に
悩
ん
だ
と
き

に
は
児
童
相
談
所
や
町
に
連
絡
ま
た

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
七
尾
児
童
相
談
所

☎
０
７
６
７-

53-

０
８
１
１

志
賀
町
子
育
て
支
援
課

☎
32-

９
１
２
２

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-
９
１
２
２

総
合
相
談(

無
料)

国民健康保険税第９期の
納期限は３月３１日(月）で
す。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
相
談

七
尾
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

◆
日
時　

３
月
17
日
㈬

　
　
　
　
　

14
時
〜
15
時
30
分

母
子
自
立
支
援
相
談

志
賀
町
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
だ
よ
り

子
ど
も
た
ち
を
虐
待
か
ら

守
る
た
め
に

◆
日
時　

３
月
10
日
㈬

　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

役
場
本
庁
舎
相
談
室

問
健
康
福
祉
課　

☎
32-
９
１
３
１

　

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-

９
１
３
１

障
害
者
福
祉
総
合
相
談
に
つ
い
て

聴
覚
障
害
者
の
皆
さ
ん
へ

献
血
を
実
施
し
ま
す

手
話
通
訳
者
の
設
置
日
の
お
知
ら
せ

　

皆
さ
ん
の
ご
相
談
、
行
政
手
続
き

な
ど
に
対
応
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

お
気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

設
置
日
時
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
健
康
福
祉
課
窓
口

※
第
１
・
第
２
・
第
３
・
第
４(

火
曜
日)

　

10
時
〜
正
午
（
３
／
２
・
９
・
16
・
23
）

※
第
１
・
第
２(

木
曜
日)

　

10
時
〜
正
午（
３
／
4
･
11
）

※
第
３
・
第
４(

木
曜
日)

　

14
時
〜
16
時（
３
／
18
･
25
）

◆
富
来
支
所
総
合
窓
口

※
第
１
・
第
３(

水
曜
日)

　

14
時
〜
16
時（
３
／
3
・
17
）

結
婚
仲
人
奨
励
金
制
度
を

廃
止
し
ま
す

◆
日
時　

毎
週
木
曜
日

　
　
　
　
　
（
祝
・
祭
日
は
除
く
）

　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
16
時

◆
場
所　

七
尾
駅
前
パ
ト
リ
ア

　
　
　
　

５
階｢

フ
ォ
ー
ラ
ム
七
尾

◆
相
談
料　

30
分
以
内
５
千
円

　

平
成
22
年
３
月
末
で
、
結
婚
仲
人

奨
励
金
制
度
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

◆
日
時　

３
月
12
日
㈮

　

10
時
〜
正
午　

13
時
〜
16
時

◆
場
所　

役
場　

本
庁
舎
１
階

◆
日
時　

３
月
29
日
㈪

　

10
時
〜
正
午　

13
時
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

富
来
行
政
セ
ン
タ
ー

　

石
川
県
で
は
４
０
０
ml
献
血
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

問
石
川
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー

０
７
６-

２
３
７-

５
５
３
３

◆
場
所　

富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー

問
商
工
観
光
課　

☎
32-

９
３
４
１

　

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-

９
３
４
１

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場

合
は
相
談
無
料
で
す
。

　

①
ク
レ
サ
ラ
相
談

　

②
負
担
が
困
難
な
人
で
法
律
扶

助
資
力
基
準
に
該
当
す
る
人

※
相
談
希
望
者
は
相
談
日
前
日
の

17
時
ま
で
に
金
沢
弁
護
士
会
（
☎

０
７
６‒

２
２
１‒

０
２
４
２
）
へ
電
話
予

約
し
て
く
だ
さ
い
（
先
着
５
人
）。

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

を
開
催
し
ま
す

　

結
婚
仲
人
奨
励
金
の
申
請
は
婚
姻

の
日
か
ら
１
カ
月
以
内
と
な
っ
て
い

ま
す
。
申
請
を
予
定
し
て
い
る
仲
人

の
人
は
、
３
月
中
に
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
４
月
以
降
の
申
請

に
つ
い
て
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

申
請
要
件
な
ど
詳
し
い
こ
と
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

☎
32-

９
１
２
２

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-

９
１
２
２

　

高
齢
者
の
施
設
や
サ
ロ
ン
、
在
宅

の
高
齢
者
な
ど
を
対
象
と
し
て
活
動

す
る
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
者
の

育
成
を
目
的
と
し
て
講
座
を
開
催
し

ま
す
。
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て
ん
と
市

◆
日
時　

３
月
23
日
㈫　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

８
時
30
分
〜
13
時

◆
場
所　

道
の
駅
「
旬
菜
館
」
前

※
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　２人以上の児童を養育し、その家庭の２人
目からの児童が３歳未満児として保育所に入
所している人の保育料の一部を助成します。
（保護者も児童も町内に住所を有しているこ
とが必要です。）

提出期限　平成22年３月５日（金）　
　　　　　期限後は受け付けできません。

お問い合わせ　志賀町子育て支援課　
　　　　　☎32-9122　町内IP 8-32-9122

対象者　○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
　　　　○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している人

手続き　申請書、診断書、写真（縦４㎝×横３㎝）を志賀町健康福
　　　　祉課または富来支所総合窓口に提出してください。
※診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医が作成したものに限ります。
※認定は平成 22年 4月 1日以降となります（申請は 3月でも行えます）。

【認定基準】
　主として肝臓機能障害の重症度分類である Child －
Pugh 分類によって判定します。
　3カ月以上グレードCに該当する人が、おおむね身体
障害者手帳の交付対象となります。ただし、診断前の 6
カ月間にアルコールを摂取している人などは対象とはなり
ません。
※Child-Pugh（チャイルド・ピュー）分類とは肝性脳症、腹水、血清ア
　ルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機
　能障害の重症度を評価します。

【お問い合わせ先】
　　志賀町健康福祉課障害福祉担当　☎ 32-9131
　　　　　　　　　　　　　 町内 IP 8-32-9131

　平成21年4月～平成22年3月診療分の不妊
治療費助成を希望する人は、3月末日までに
申請してください。

お問い合わせ　志賀町子育て支援課　
　　　　　☎32-9122　町内IP 8-32-9122

4 月から肝臓機能障害による身体障4月から肝臓機能障害による身体障
害者手帳が交付されます害者手帳が交付されます

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
演
会
を
開
催
し
ま
す

第
10
回
石
川
県
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す

◆
演
題
「
死
ん
だ
ら
あ
か
ん　

東
尋

坊
の
命
の
番
人
」

◆
講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

心
に
響
く

文
集
・
編
集
局　

代
表
理
事　

茂　

幸
雄
氏

　

福
井
県
三
国
町
に
あ
る
東
尋
坊

で
、
自
殺
を
図
る
人
た
ち
を
少
し
で

も
救
お
う
と
活
動
し
て
い
る
。

◆
日
時　

３
月
18
日
（
木
）

　
　
　
　
　

 

10
時
〜
11
時
30
分

◆
場
所　

志
賀
町
文
化
ホ
ー
ル

◆
対
象　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関

心
の
あ
る
人　

◆
参
加
費　

無
料

◆
申
込
先　

志
賀
町
社
会
福
祉
協
議

会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
32-

１
３
６
３　
Ｆ
Ａ
Ｘ
32-

３
２
７
７

花
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

フ
ロ
ー
リ
ィ　

オ
ー
プ
ン

次世代育成助成金の申請は
お済みですか？（平成２１年度後期分）

志賀町不妊治療費助成のお知らせ

３
月
の
窓
口
延
長
業
務
の

お
知
ら
せ

住
民
票
・
戸
籍
謄
抄
本
・
印
鑑
証
明
・

所
得
証
明
等
の
発
行
業
務

３
月
６
日
㈯
・
13
日
㈯
・
20
日
㈯
・
27

日
㈯　

９
時
〜
12
時
30
分

(

注
意)

●
窓
口
延
長
業
務
は
志
賀
町
本
庁
舎

の
住
民
課
窓
口
で
の
取
り
扱
い
と
な

り
ま
す
。
諸
証
明
発
行
業
務
で
一
部

取
扱
い
で
き
な
い
業
務
も
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
電
話
な
ど
で
確
認
の

上
、
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

住
民
課　

☎
32-

９
１
２
１

　　

 

町
内
Ｉ
Ｐ 

８-

32-

９
１
２
１

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

地
元
中
学
校
吹
奏
楽
部
の
演
奏
会
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　

ク
ラ
フ
ト
体
験
教
室
や
カ
フ
ェ
の

メ
ニ
ュ
ー
も
新
作
を
追
加
し
ま
し
た
。

　

ジ
ャ
ス
ミ
ン
や
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
な
ど
の

草
花
た
ち
が
、
春
満
開
の
館
内
で
皆
さ

ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

３
月
の
イ
ベ
ン
ト

☆
志
賀
中
学
校
吹
奏
楽
部
演
奏
会

　

３
月
20
日
㈯
14
時
〜

　

オ
ー
プ
ン
を
地
元
中
学
生
の
賑
や

か
な
演
奏
で
彩
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

☆
オ
ー
プ
ン
記
念　

　

３
月
20
日
㈯
〜
22
日
㈪

　

先
着
２
５
０
人
に
ハ
ー
ブ
の
種
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
!!

☆
『
ア
リ
ス
館
志
賀
＆
フ
ロ
ー
リ
ィ

２
会
場
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
』

　
３
月
20
日
㈯
〜
22
日
㈪
・
27
日
㈯
・
28
日
㈰

◇
今
月
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 『
水
墨
画
展
』　

志
賀
町
水
墨
画
会

☆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
出
展
者
募
集

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
花
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム　

フ
ロ
ー
リ
ィ

☎
０
７
６
７-
32-

８
７
８
７

◆
日
時　

５
月
30
日
㈰

◆
場
所　

西
部
緑
地
公
園
陸
上
競
技
場
、

い
し
か
わ
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ほ
か

◆
対
象　

県
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

13
歳
以
上
の
障
害
者
（
身
体
・
知
的
・
精
神
）

◆
実
施
競
技　

陸
上
、
水
泳
、
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
、
卓
球
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
、
フ
ラ
イ

ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

◆
参
加
締
切　

３
月
26
日
㈮

◆
参
加
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ　
　

健
康
福
祉
課
☎
32-

９
１
３
１
町
内
Ｉ

Ｐ 

８-

32-

９
１
３
１

志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
☎
32-

１
３
６
３

本
所　

☎
42-

２
５
４
５
富
来
支
所

　

傾
聴
（
相
手
の
話
に
耳
を
傾
け
、

話
を
聴
く
）
に
必
要
な
心
構
え
や
技

術
な
ど
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

◆
日
時　

３
月
５
日
（
金
）

　
　
　
　

３
月
12
日
（
金
）　

　

い
ず
れ
も
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

志
賀
町
文
化
ホ
ー
ル

◆
対
象　

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関

　

心
の
あ
る
方　

20
名

◆
受
講
料　

無
料

◆
申
込
先　

志
賀
町
社
会
福
祉
協
議

会
・
志
賀
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
☎
32-

１
３
６
３
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　町では、経済的理由などで高等学校・大学などへの修学が困難な町民に対し、奨学資金の貸付を行っています。

◉対 象 者
　次の要件をすべて満たしている人です。
　　①　平成 22 年４月に高等学校、大学など（専修学校は修業年限が２年以上の専門課程）に入学する人または、在学中の人
　　②　申請者および保護者が１年以上町内に在住の人
　　③　保護者の平成２１年中の総所得金額が５００万円以下の人（大学修学生が２人以上になる場合は７００万円以下）
　　④　在学する（新１年生の場合は卒業した）学校長の推薦を経た人
　　　　　　※６月下旬の選考委員会を経て決定し、４月分からの貸付開始となります

◉貸付月額（貸付は無利子）
 　　　　高校・高専  １２，０００円
 　　　　大学・専修学校 国公立 ３６，０００円
 　　　　　　　　　　　　   私　立　 ４８，０００円

◉提出書類　申請書は役場３階教育委員会学校教育課または富来支所総合窓口にあります
　
　　　　　①　奨学資金貸付申請書
　　　　　②　申請者、保護者の世帯全員の住民票（本籍など省略していないもの）
　　　　　③　学校の長または学部長の推薦調書および成績証明書
　　　　　④　作文　タイトル「今、学びたい事と自分の将来について」（400 字以上 800 字以内）
　　　　　⑤　申請者本人の３カ月以内の上半身写真（タテ 3㎝×ヨコ 2.5㎝）
　　　　　⑥　保護者（またはそれに代わる人）の平成 21 年度納税証明書
　　　　　⑦　保護者（またはそれに代わる人）の平成 22 年度町県民税（所得・課税）証明書

◉書類提出期限　　６月１８日（金）必着

　　【お申し込み・お問い合わせ先】
　　　　志賀町教育委員会学校教育課　☎３２－９３６０（直通）　　町内ＩＰ電話 ８－３２－９３６０

志賀町奨学資金貸付のご案内志賀町奨学資金貸付のご案内

　平成 22 年度のスポーツ安全保険の加入受け付けが３月から始まります。この保険は、アマチュアのスポーツ・文化・ボランティ
ア活動などを行う５人以上の団体を対象として、活動中の傷害事故や賠償責任を負う事故の補償を行います。突然死に対しても見
舞金をお支払いします。保険に加入することで、みなさんが安心してスポーツ活動などを行う事を目的とした補償制度です。
　[ お問い合わせ先 ] 財団法人スポーツ安全協会石川県支部　　　☎ 076-225-1851 　生涯学習課スポーツ振興室　☎ 32-1111
　　※申込書は総合体育館または富来勤労者体育センター受け付けでお受け取りください。

【保険掛金・補償額】

加　入
対象者

補償される活動など 年間掛金
（一人当たり）

傷 害 保 険 金 額
賠償責任保険
（支払限度額）

共済見舞金死  亡 後遺障害
（最高）

入院
（日額）

通 院
（日額）

子ども
（中学生

以下）

団体活動全般 600 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円
大人の団体と同補償 180 万円

団体活動全般
1,150 円

2,100 万円 3,150 万円 5,000 円 2,000 円
上記以外の活動

（個人活動・個人練習など）
100 万円 150 万円 1,000 円 500 円

身体・財物賠償
合算１事故 500 万円

対象外

大 人

高校生
以 上

文化・ボランティア・
地域活動

600 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

身体・財物賠償

合算１事故５億円

ただし、身体賠償

は１人１億円

180 万円

スポーツ活動、活動
の指導

1,600 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

子どものスポーツ活
動の指導のみ

1,100 円 1,000 万円 1,500 万円 2,500 円 1,000 円

65 歳
以 上

スポーツ活動 800 円 600 万円 900 万円 1,800 円 1,000 円

全年齢
危険度の高いスポーツ活動
（冬山登山、アメリカンフッ
トボールなど）

9,000 円 500 万円 750 万円 1,800 円 1,000 円

春からのスポーツ活動をする前に（スポーツ安全保険加入のご案内）


